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令和７年度（蒲郡市）第二種特定鳥獣管理計画（ﾆﾎﾝｻﾞﾙ）実施計画 
 

 この計画は、愛知県が令和３年度に策定した第二種特定鳥獣管理計画（ニホンザル

管理）（以下「特定計画」という。）の実施計画として策定するものである。 

 

１ 管理すべき鳥獣の種類 

  ニホンザル（Macaca fuscata） 

 

２ 計画の期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月 31 日まで 

     

３ 管理すべき区域 

  特定計画に基づき管理すべき対象区域は、蒲郡市内全域とする。 

 

４ 現状 

 （１）生息環境と土地の利用状況 

   蒲郡市は、東、北、西は五井山などの山々に囲まれ、南は三河湾に面して

いるため、冬は暖かく、とても温暖な地域であり、ハウスみかん・つまも

の・いちご及び花きに代表される施設園芸を主体とした農業経営が行われて

いる。 

令和３年の総土地面積は 5,696ha であり、農用地（田畑）851ha(14.9%)、 

森林 1,714ha（30.1％）である（出典：愛知県「土地に関する統計年報」）。 

 

 （２）生息状況 

    特定計画によると、愛知県内の令和２年度のニホンザルの分布域は、図１の

とおり。蒲郡市では、市内全域で不定期に個体の生息が確認されている。 

    ニホンザルは基本的に群れ単位で行動する動物であるため、群れごとの管理

方針を決定していくことが望ましい。愛知県が実施したアンケート調査及び聞

き取り調査の結果は図２のとおりで、蒲郡市内には、群れの生息は確認されて

いない。 
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 蒲郡市において、県の調査では群れの分布は確認されていない。市内全域で不定

期にハナレザルと思われる個体の生息が確認されている。 

 

（３）被害の状況 

 ア 被害状況（市町村単位） 

   蒲郡市における被害の状況を表１に示す。 

 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

R３年度 R４年度 R５年度 

被害面積 

（ha） 

被害量 

（t） 

被害金額 

（千円） 

被害面積 

（ha） 

被害量 

（t） 

被害金額 

（千円） 

被害面積 

（ha） 

被害量 

（t） 

被害金額 

（千円） 

蒲郡市 
(全域) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

表１ 蒲郡市における被害の状況 
 

図３ 愛知県における農業被害額（R4 年度） 

図１ 愛知県における分布域（R2 年度） 
 

図２ 愛知県における群れの推定分布図（R2 年度） 

図４ 愛知県における農業被害額の変化 
  （H29→R4 年度） 
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 イ 加害レベルについて 

   群れで行動するニホンザルは、群れごとに個体数や加害の程度が異なるという

特性を持つため、管理を行ううえで「加害レベル」という概念が示されている。 

   加害レベルとは、群れの出没頻度及び人への反応等の各指標を数値化し、その

合算値をレベル判定表に照らし合わせ、群れの害性の度合を６段階で評価するも

のである。加害レベルの考え方及び判定表は図５のとおり。 

  

 

 

 

 

 

 

 

図５ ニホンザルの加害レベルに係る考え方について 
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出典：環境省「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン（ニホンザル編）改定版・（2024 年 5 月）」 

表２ 加害レベル判定表 

表３ 群れの加害レベルとポイント 
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（４）対策の実施状況と評価 

蒲郡市では、県の調査では群れの分布は確認されておらず、目立った被害も

確認されていないものの、隣接する市に分布する群れは比較的加害レベルが高

いと予想されるため、その動向を注視する必要がある。 

 

ア 捕獲に係る対策 

     愛知県内における令和○年度の捕獲分布図は以下のとおり。 

 

 

 

    蒲郡市では、鳥獣被害防止総合対策事業による捕獲隊のほか、猟友会による

有害鳥獣駆除で捕獲をしている。 

    許可捕獲（個体数調整）の実施状況を表３に示す。 

 

 

   R2 R3 R4 R5 
R6 

(見込) 

蒲郡市 

（全域） 

捕獲頭数 

（捕獲手法別） 

銃 0 0 0 0 0 

罠 0 0 0 0 0 

現時点では、群れ単位での捕獲は実施していない。 

 

   イ 被害防除に係る対策 

   愛知県や蒲郡市の各種事業により防護柵（ワイヤーメッシュ柵）の設置が

行われた。防除対策の実施状況を表５に示す。 

 

  

図５ 愛知県における捕獲分布図（R4 年度） 
 

表４ 蒲郡市における許可捕獲（個体数調整）の実施状況 
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  R2 R3 R4 R5 
R6 

(見込) 

蒲郡市 

（全域） 
防護柵 1,460 2,160 194 950 500 

 

 ウ 生息環境管理に係る対策 

   蒲郡市の山間部に一体的に設置を行った防護柵（ワイヤーメッシュ柵）の周辺 

の刈払いを地域住民が実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 評価 

  現時点で農作物被害、生活環境被害は明らかでないが、前述のとおり生息の確認

がされていることから、対策を講じていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 管理の目標 

（１）群れ単位での管理 

   蒲郡市においては、現時点では群れの分布はないとみられるが、隣接市から群

れが進出してくる可能性があるため、情報収集に努めることとする。 

 

（２）目標 

愛知県では、特定計画において目標を以下のとおり掲げている。 
 

 

 

 

 

 被害防除対策 生息環境管理対策 

追払い・ 
追上げ 

その他 
（内容） 

藪の 
刈り払い 

未回収農作物 
の回収 

その他 
（内容） 

蒲郡市 
（全域） 

－ － 〇 － － 

 
被害動向 

捕獲対策 被害防除対策 

銃 罠 防護ﾈｯﾄ 防護柵 電気柵 

蒲郡市 
（全域） 

未確認 － △ － △ － 

※ 被害動向は「増加」、「増加傾向」、「横ばい」、「減少傾向」、「減少」、「被害なし」で記載す
る。 

※ 評価は「◎＝非常に効果がある」「○＝効果がある」「△＝あまり効果がない」「×＝効果
がない」の４段階で評価する。なお、対策を実施していない場合は「－」を記載する。 

 

表５ 蒲郡市における防除対策の実施状況                単位：ｍ 
 

表７ 蒲郡市における被害動向と対策の評価 
 

表６ 蒲郡市における生息環境管理対策の実施状況 
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地域個体群の安定的な維持を図りつつ、次の目標を達成するために個体数の調

整、被害防除対策並びに生息環境管理等を総合的に行う。 

 

（３）目標を達成するための施策の基本的考え方 

市町村実施計画は単年度の計画であるが、順応的管理の考え方を踏まえ、施策

の実施状況及び効果を随時確認・評価しつつ、必要に応じて計画の変更等を行う。

次年度の計画については、当年度の計画の評価を踏まえて、施策や目標の設定を

行うものとする。 

 

７ 数の調整に関する事項 

（１）前提 

   愛知県では、群れ単位での管理を基本としている。 

（２）捕獲計画（市町村単位） 

     蒲郡市では、ニホンザルの群れは確認されていないため、群れ単位での捕獲目 

標数の設定は行わず、市全体で設定を行う。 

    近年の捕獲数や捕獲の担い手の現状等を考慮し、目撃効率、捕獲効率、農業被

害等の状況を踏まえ、５頭に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）捕獲計画（群れ単位） 

  現時点では、蒲郡市には群れの分布が確認されていないため、群れ単位での

捕獲目標は設定しないこととする。 

 

（４）計画を達成するために実施する対策 

   鳥獣被害防止総合対策事業による有害鳥獣捕獲等事業による捕獲隊のほか、 

猟友会による有害鳥獣駆除での捕獲を推進する。また、狩猟免許取得に係る手数 

料の補助を実施する。 

 

８ 被害防除対策に関する事項 

（１）実施計画 

   防護柵（ワイヤーメッシュ柵）は、強度があること、高さが確保できる利点が

あることから、ニホンザルの侵入を防止する効果が期待されるため、設置を推進

する。 

 

 

 

 捕獲手法別 
合計 

銃 罠 

蒲郡市 
（全域） 

0 ５頭 ５頭 

表８ 蒲郡市における令和７年度の捕獲計画（案） 
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（２）計画を達成するために実施する対策 

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（以

下「鳥獣被害防止特措法」という。）等の活用により、集落や地区といった大きな

単位での計画的な設置を推進し、地域全体を防護柵等で囲む対策を行う。市は、

地域住民によるワイヤーメッシュの維持管理組織の形成等を促進する。 

 

９ 生息環境管理に関する事項 

（１）実施計画 

環境整備により、農地及び集落への侵入を困難にし、餌場としての魅力を下げる 

ことにより、人の生活圏とニホンザルの行動圏との分離に努める。 

 

 

 

 

 

 

  

（２）計画を達成するために実施する対策 

耕作放棄地及び藪・雑草等は、草地化してニホンザルに餌場を提供するととも

に、農地への誘因を助長する原因となるため、土地管理者および農家への適切な

指導を行う。 

 

10 その他の管理のために必要な事項 

（１）実施計画の実施体制 

ア 実施計画の作成 

    毎年度、特定計画に基づき、捕獲対策、被害防除対策、生息環境管理対策

に係る内容（実績及び計画を含む）を記載した実施計画を作成する。計画の

作成にあたっては、毎年度、生息・被害の状況、被害防除対策の実施状況の

効果等の情報を収集・把握したうえで、これまでの施策の評価を行う。 

また、毎年度、県が提供する生息数の指標となる資料等を基に、農林業被害

の状況を踏まえて、高い捕獲圧をかけることを前提に捕獲目標数を設定する。 

なお、実施計画の内容は、鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画と整合

を図るものとする。 

   

 防除対策 

防護ﾈｯﾄ 防護柵 電気柵 
追払い・ 
追上げ 

その他 
（内容） 

蒲郡市 
（全域） 

0 500m 0 0 0 

 生息環境管理対策 

藪の刈り払い 未収穫農作物の回収 
その他 

（内容） 
蒲郡市 

（全域） 
〇   

表９ 蒲郡市における令和７年度の防除対策の実施計画（案） 
 

表 10 蒲郡市における令和７年度の生息環境管理対策の実施計画（案） 
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 イ 実施計画の運用 

    実施計画に基づき、捕獲対策等を推進する。実施にあたっては、捕獲従事

者、地域住民等との連携を密にし、地域ぐるみで対策を実施できるようサポ

ートする。また、捕獲状況、被害状況及び出没状況等の情報を常時把握し、

捕獲時期及び捕獲場所を記載した捕獲マップを作成する等、実態の把握に努

め、次年度の実施計画に反映する。 

 

（２）市街地出没への対応 

    近年、ニホンザルが住宅地等に出没し、住民の生活に支障を及ぼす事案が発生

している。 

 

ア 出没を防止するための対応 

市街地への誘引を防止するため、山際や河川敷での藪の刈り払い等による侵入

経路の遮断、餌付けの防止、生ごみ、放置果樹、放置農作物等の誘引物の除去な

どの対策を組み合わせて実施する。また、地域住民に対しては、市街地出没を防

止するための知識の普及啓発に努める。 

  

イ 出没した時の対応 

ハナレザル等の突発的な出没には、出没地点等の情報を収集し、必要に応じて

周辺住民への注意喚起を実施する。また、当該個体が本来の生息地に自発的に戻

っていくように、移動ルートの遮断も検討する。 

市街地の環境や人に慣れた個体や群れが出没する場合は、加害レベルに応じて、

追い払いや追い上げ、又は捕獲による除去を検討する必要がある。捕獲にあたっ

ては、地元警察、市町村等により周辺住民の安全を確保した上で実施する。サル

については、捕殺に限らず、場合によっては麻酔による捕獲を実施する。麻酔銃

による捕獲の場合は、鳥獣保護管理法第 38 条の２の住居集合地等での麻酔銃猟

の許可を、吹き矢による麻酔の場合は、鳥獣保護管理法第 37 条の危険猟法の許

可を取得したうえで行う。 

   また、出没に対して迅速に対応するため、事前に警察等の関係機関や、狩猟者

団体等による体制の整備に努めるとともに、地域住民に対して市街地出没に係る

情報提供を促し、事故等を防止するための知識の普及啓発に努める。 

   なお、出没が続く場合は、市街地周辺の生息地とみられる場所における捕獲の

実施も検討する。 
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（３）錯誤捕獲の防止に係る対応 

    わなによる捕獲の場合、捕獲対象ではない鳥獣が錯誤捕獲される可能性がある。

錯誤捕獲された鳥獣に関しては、原則その場での放獣で対応する。県及び市町村

は、錯誤捕獲の発生時に備え、狩猟者や捕獲従事者に対し、危機管理に関する知

識・技術の普及を行う。 

サルの捕獲に関しては、ニホンジカ、イノシシを対象とした捕獲と比べて、放獣

時に人身被害の可能性があるツキノワグマやカモシカが錯誤捕獲される可能性は

低いと考えられる。 

ただし、大型捕獲檻を使用する場合、これらの獣類が生息している地域において

は、錯誤捕獲が起こらないよう、自動撮影カメラによる事前調査を実施するなど、

わなを設置する場所、わなの種類、誘引餌等への配慮を検討する。また、これらの

獣類が錯誤捕獲された場合に備え、警察、狩猟者団体と連携した連絡、対応体制を

整備に努める。 

 

（４）感染症への対応等及び安全対策に関する配慮 

     ア 感染症への対策 

     ニホンザルが関係する人獣共通感染症のうち、捕獲作業等によるニホンザル

の接触で注意すべき感染症として、ニホンザルの唾液・血液等の飛沫が人の目

や口の粘膜に入ることで感染する B ウイルスがある。 

このため、これらの感染症に対しての情報を取りまとめ、捕獲従事者に対し

て、感染防止のための注意喚起を実施する。 

 

イ 安全対策に関する配慮 

ニホンザルの捕獲は、マダニ等による人獣共通感染症や、ヤマビルによる吸血

被害のほか、滑落・転倒や銃器、さらには捕獲された個体（錯誤捕獲を含む）に

よる事故等、様々な危険が伴う作業である。捕獲事業の実施主体である行政機関

は、捕獲従事者やその所属団体が取り組む安全対策や緊急時の連絡体制を把握

するとともに、想定される事故や事故発生時の対応等についてあらかじめ捕獲

従事者と共有し、安全面に十分配慮した事業実施に努める。 

図６ 市街地出没への対応 
 


